
ＳＮＳ広告宣伝活動費補助金交付要綱 

令和７年８月１日付け目区産第８７８号決定 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、区内中小企業者の製品及びサービスを広く市場に周知するため、Ｓ

ＮＳを活用した広告に要する費用について、区がその一部を補助することにより、新た

な市場の開拓及び販売（有償による貸与及びサービスの提供を含む。以下同じ。）の促

進を図り、もって区内中小企業の振興を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 中小企業者 区内に主たる事業所又は住所を有する中小企業基本法（昭和３８年法

律第１５４号）第２条第１項各号に規定する中小企業者で、区内で事業を営む事業者

をいう。 

(2) 製品 中小企業者が、自己の主たる業務と密接な関係を有する範囲において、自ら

販売することを目的として開発又は製造したものをいう。 

(3) サービス 中小企業基本法の規定によるサービス業に属する事業を主たる事業とし

て営む者が、当該事業において有償で提供する役務等をいう。 

(4) ＳＮＳ 登録された会員同士の交流を目的とするウェブサイトの会員制サービス等

であって、次に掲げるものをいう。 

 ア Ｆａｃｅｂｏｏｋ 

 イ ＹｏｕＴｕｂｅ 

 ウ Ｘ 

 エ Ｉｎｓｔａｇｒａｍ 

 オ ＬＩＮＥ 

 カ ＴｉｋＴｏｋ 

(5) 広告 次に掲げる方法により、第三者との契約に基づき、自己の特定の製品の販売

の促進を目的とした情報の周知を行うことをいう。  

ア ＳＮＳの運営者の指定する者との契約（広告代理店等を介した契約を含む。）に

基づく当該ＳＮＳ内における表示  

(6) 事業主 事業を行う法人の代表者又は事業を行う個人をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

(1) 区内に本店（個人にあっては主たる事業所）を有する中小企業者のうち、次の各号

のいずれかに該当するものであること。 

 ア 法人登記を行ってから５年未満の法人（会社法（平成１７年法律第８６号）第２

条第１号に規定する会社に該当する法人に限る。） 

イ 個人事業の開業の届出を行ってから５年未満の個人 

(2) 法人住民税及び法人事業税（個人にあっては住民税及び個人事業税）を滞納してい



ないこと。 

(3) 会社法第２条第３号に規定する子会社（当該子会社の親会社（同条第４号に規定す

る親会社をいう。）が第１号に該当する場合を除く。）でないこと。 

（4） 国、東京都その他の団体による同種の助成と重複して交付されていないこと。 

（5） 目黒区暴力団排除条例（平成２４年３月目黒区条例第３号）第２条第２号に規定 

する暴力団員及び同条第３号に規定する暴力団関係者でないこと。 

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条に規定する事業その他これに準ずる事業を営む者でないこと。 

(7) 過去において、当事業の助成金を受けていないこと。 

(8) その他区長が補助金を交付することが適当でないと認める事業者でないこと。 

（補助対象事業及び補助対象経費） 

第４条 補助対象事業は、補助対象者が自己の一の製品又はサービス（以下「製品等」と

いう。）の広告を行う事業であって、第６条の規定による交付申請の日の属する年度に

おいて実施（当該広告が一定の期間にわたり行われるものであるときは、当該期間の始

期が交付申請の日の属する年度内にあるものをいう。）されるものとする。 

２ 補助対象経費は、契約に基づき、広告の直接の対価として支払うべき費用であって、

第１０条に規定する実績報告を行う日までに支払われたものとする。ただし、当該契約

の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、対象としない。 

(1) 補助対象者の事業主 

(2) 補助対象者の事業主の３親等以内の親族 

(3) 補助対象者の事業主が代表、役員等を務める会社その他の団体 

(4) 補助対象者（個人である補助対象者が代表、役員等を務める会社その他の団体を含 

む。次号において同じ。）のグループ会社 

(5) 補助対象者又はそのグループ会社の役員又は従業員 

(6) その他区長が不適当と認めるもの 

３ 第１項の広告は、次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。 

(1) 当該広告に係る製品等が当該広告内において特定されていること。 

(2) 当該広告の掲載、掲示又は表示の内容から、当該広告の対象である製品等を補助対

象者が自ら販売することを公衆が容易に理解することのできるものであること。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費に１０分の８を乗じて得た額又は１０万円のうちい

ずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。 

２ 補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、ＳＮＳ広告宣

伝活動費補助金交付申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書類又はその写しを添え

て、区長に申請するものとする。 

(1) 履歴事項全部証明書（発行から３ヶ月以内のもの）（個人にあっては住民票の写

し） 



(2) 税務署に提出した開業届出書の控え又は青色申告書の控え（個人に限る。） 

(3) 法人住民税及び法人事業税の納税証明書（個人にあっては住民税及び個人事業税の

納税証明書） 

(4) 広告を行う製品等の概要が分かる書類 

(5) 広告の方法の概要が分かる書類 

(6) 補助対象経費の内訳及び金額が確認できる書類 

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

２ 区長は、前項の審査に当たり必要と認める場合は、区内事業所等の現地調査を行い、

又は審査に必要な書類の提出若しくは提示を求めることができるものとする。 

（交付決定） 

第７条 区長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに補助金の交付の可否を

決定し、ＳＮＳ広告宣伝活動費補助金交付決定・補助金不交付決定通知書（別記第２号

様式）により、申請者に通知するものとする。 

２ 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。 

（取下げ） 

第８条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対

して不服があるときは、前条の交付決定の通知を受けた日の翌日から起算して１４日以

内に、交付申請を取り下げる旨を記載した書面を区長に提出し、補助金の交付申請を取

り下げることができる。 

（計画変更等の申請及び承認） 

第９条 補助事業者は、補助事業の内容を著しく変更し、又は補助事業を中止しようとす

るときは、速やかにＳＮＳ広告宣伝活動費補助事業変更等承認申請書（別記第３号様

式）に必要な書類を添えて、区長に申請し、その承認を受けなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めると

きは、ＳＮＳ広告宣伝活動費補助事業変更等承認通知書（別記第４号様式）により補助

事業者に通知する。 

３ 区長は、前項の承認に際し、必要な条件を付することができる。 

（実績報告） 

第１０条 補助事業者は、補助事業が完了（一定の期間にわたって実施するものにあって

は、申請日の属する年度における実施の期間が満了することをいう。）したときは、速

やかにＳＮＳ広告宣伝活動費補助事業実績報告書 （別記第５号様式）に次に掲げる書

類を添えて、区長に提出しなければならない。 

(1) 補助対象経費の支払を確認できる書類 

(2) 広告に係る契約の締結を証する書類 

(3) 広告の事実を証する書類 

(4) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による実績報告は、第７条の規定による交付決定の通知において指定され

た期日までに行わなければならない。 



（額の確定） 

第１１条 区長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、実績報告書の審査

及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が交付決定の

内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確

定し、ＳＮＳ広告宣伝活動費補助金交付額確定通知書（別記第６号様式）により補助事

業者に通知する。 

（補助金の請求及び交付） 

第１２条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、ＳＮＳ広告宣伝活

動費補助金交付請求書（別記第７号様式）により区長に補助金の交付を請求するものと

する。 

２ 区長は、前項の規定による補助金の交付の請求を受けたときは、補助事業者に対し速

やかに補助金を支払う。 

（決定の取消し等） 

第１３条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。 

(2) 補助事業を実施しないとき。 

(3) 要綱、法令、要綱に基づく命令又は補助金の交付決定の内容若しくは事業計画の変

更の承認に付した条件に違反したとき。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、速

やかにＳＮＳ広告宣伝活動費補助金交付決定取消通知書（別記第８号様式）により補助

事業者に通知するものとする。 

３ 前２項の規定は、第１１条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後にお

いても適用があるものとする。 

（補助金の返還） 

第１４条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合

において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているとき

は、期限を定めてその返還を命じなければならない。 

２ 前項の規定により助成金の返還を命じられた者は、目黒区補助金交付規則の規定によ

り、年１０．９５パーセントの割合で計算した違約加算金及び延滞金を納付しなければ

ならない。 

（補則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は目黒区補助金

等交付規則に定めるところによる。 

付 則 

この要綱は、令和７年８月１日から施行する。 

   


